
 

北鹿浜小学校と鹿浜西小学校の統合地域協議会 

第１回全体会議 次第 

 
日時：令和元年５月２９日（水）委嘱式終了後 

場所：北鹿浜小学校 会議室                                

                 司会：学校適正配置担当課長                          

１ 自己紹介 資料１ 

 

２ 統合地域協議会設置要綱について 資料２．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．説明：事務局 

 

３ 役員の選任 

 

４ 挨拶 

                                    

５ 議 題．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．進行：会 長 

（１）適正規模・適正配置実施計画について    別添資料   説明：事務局 

 資料３ 

（２）統合地域協議会ニュースの発行について   資料４ 

（３）統合新校の校名の選定方法について     資料５ 

（４）統合新校舎の設計について                説明：学校施設課 

 

６ その他 

 （１）次回の開催日程：令和元年  月  日（  ） 時間：    時    分 

                      資料６  場所：鹿浜西小学校家庭科室 

議 題（予定） 

統合新校の校名について  

統合新校舎の設計について 

 

７ 閉会のあいさつ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．   会 長 

                          

【統合に向けた主な検討課題】 

・ 統合新校の校名、校章、校歌について    

・ 両校の歴史や文化の継承について 

・ 統合新校舎の新築について 

・ 統合に向けた子どもたちの交流事業について 

・ その他 



北鹿浜小学校と鹿浜西小学校の統合地域協議会委員名簿 

令和元年５月２９日現在 

（敬称略） 

No. 北鹿浜小学校 役 職 No. 鹿浜西小学校 役 職 

１ 渡邉
ワタナベ

 淳子
ジュンコ

 
開かれた学校づくり協議会会長 

青少年委員 
１ 野辺

ノ ベ

 陽子
ヨ ウ コ

 
開かれた学校づくり協議会会長 

選挙管理委員 

２ 矢部
ヤ ベ

 俊
トシ

久
ヒサ

 
開かれた学校づくり協議会副会長 

ＰＴＡ顧問 
２ 松村

マツムラ

 哲男
テ ツ オ

 
開かれた学校づくり協議会参与 

鹿浜糀屋町会長 

３ 添田
ソ エ ダ

 陽子
ヨ ウ コ

 
開かれた学校づくり協議会副会長 

ＰＴＡ顧問 
３ 野辺

ノ ベ

 慎一
シンイチ

 
開かれた学校づくり協議会参与 

鹿浜古内町会長 

４ 石塚
イシヅカ

 祐二
ユ ウ ジ

 
開かれた学校づくり協議会副会長 

ＰＴＡ会長 
４ 鈴木

ス ズ キ

 健治
ケ ン ジ

 
開かれた学校づくり協議会副会長 

保護司 

５ 鹿浜
シカハマ

 武夫
タ ケ オ

 
開かれた学校づくり協議会前会長 

鹿浜押部町会副会長 
５ 鈴木

ス ズ キ

 三枝子
ミ エ コ

 
開かれた学校づくり協議会委員 

ＰＴＡ会長 

６ 矢萩
ヤ ハ ギ

 惠一
シゲカズ

 鹿浜島町会長 ６ 高橋
タカハシ

 進
ススム

 
開かれた学校づくり協議会委員 

青少年委員 

７ 宇都宮
ウツノミヤ

 晴美
ハ ル ミ

 
開かれた学校づくり協議会委員 

校長 
７ 飯島

イイジマ

 淳
アツシ

 
開かれた学校づくり協議会委員 

校長 

８ 日高
ヒ ダ カ

 陽子
ヨ ウ コ

 
開かれた学校づくり協議会委員 

副校長 
８ 瀧

タキ

 満裕
ミツヒロ

 
開かれた学校づくり協議会委員 

副校長 
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教育委員会事務局出席者名簿 
令和元年５月２９日 

 

 

教育委員会事務局                                             

渡辺
ワタナベ

 隆史
タ カ シ

 学校運営部 学校施設課長 

内田
ウ チ ダ

 裕二
ユ ウ ジ

 学校運営部 学校改築担当課長 

関根
セ キ ネ

 淳
ジュン

 
学校運営部 学校施設課 

学校改築係長 

齋藤
サイトウ

 実
ミノル

 
学校運営部 学校施設課 

建築第二係長 

戸張
ト バ リ

 友
トモ

雅
ノリ

 
学校運営部 学校施設課 

建築第二係 

和泉
イ ズ ミ

 景子
ケ イ コ

 
学校運営部 学校施設課 

建築第二係 

                               

 

 

五十嵐
イ ガ ラ シ

 隆
タカシ

 学校運営部 学校適正配置担当課長 

斉藤
サイトウ

 進
ススム

 
学校運営部 学校適正配置担当課 

適正配置担当係長 

外岡
トノオカ

 来夢
ラ イ ム

 
学校運営部 学校適正配置担当課 

適正配置担当 

大山
オオヤマ

 勝也
カ ツ ヤ

 
学校運営部 学校適正配置担当課 

適正配置担当 

 

統合地域協議会事務局 



足立区立北鹿浜小学校と足立区立鹿浜西小学校の統合地域協議会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、足立区立北鹿浜小学校（以下「北鹿浜小学校」という。）及び足立区立

鹿浜西小学校（以下「鹿浜西小学校」という。）の統合に関する事項を円滑に推進するため、

北鹿浜小学校と鹿浜西小学校の統合地域協議会（以下「統合地域協議会」という。）を設置

し、その組織、所掌事項及びその他統合地域協議会の運営に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（検討事項） 

第２条 統合地域協議会は、次の事項について検討し、足立区教育委員会（以下「教育委員

会」という。）に報告する。 

（１） 北鹿浜小学校及び鹿浜西小学校の統合（以下「統合」という。）に係る諸課題に関

すること。 

（２） 統合後に使用する校舎及び校庭等の整備に関すること。 

（３） その他、統合に関し必要な事項 

２ 教育委員会は、統合地域協議会から報告された内容を尊重し、統合に関する方針を決定す

るものとする。 

（組織） 

第３条 統合地域協議会は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱した委員をもって組

織する。 

（１） 北鹿浜小学校及び鹿浜西小学校（以下「両校」という。）に関係する地域の代表者 

各校６名程度 

（２） 両校のＰＴＡの代表者 各校２名程度 

（３） 両校の学校長及び副校長 各校２名 

（４） その他、教育委員会が必要と認める者 若干名 

２ 前項第１号に規定する委員は、両校のそれぞれの開かれた学校づくり協議会が選出する

ものとする。 

（委員の任期） 

第４条 統合地域協議会の委員の任期は、委員に委嘱された日から当該年度の３月３１日ま

でとする。 

２ 前項の規定は、統合地域協議会の委員の再任を妨げない。 

（役員） 

第５条 統合地域協議会に次に掲げる役員を置く。 

（１） 会長 １名 

（２） 会長職務代理 １名 

（３） 副会長 ２名 

２ 会長及び会長職務代理は、第６条第２項に定める全体会議において第３条第１項第１号及

び第２号に規定する委員の互選によってこれを定め、副会長は、会長及び会長職務代理が指
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名する。 

３ 会長は、統合地域協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長職務代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 副会長は、会長及び会長職務代理を補佐し、会長職務代理に事故があるときは、あらかじ

め指名された副会長がその職務を代理する。 

（全体会議） 

第６条 第２条第１項により統合地域協議会が教育委員会に報告する内容は、全体会議におい

て検討した結果とする。 

２ 統合地域協議会の全体会議は会長が招集し、会長が必要と認めるときは、委員以外の者を

出席させ、説明又は意見を聴くことができる。 

３ 全体会議の議長は会長が行うものとし、会長に事故があるときは前条第４項及び第５項

に定めるところによる。 

（役員会） 

第７条 統合地域協議会の全体会議の運営を円滑に進めるために、統合地域協議会に役員会を

置く。 

２ 役員会は、第５条第１項各号に掲げる役員で構成する。 

３ 役員会は会長が招集し、会長が必要と認めるときは、前項以外の者を出席させ、説明又

は意見を聴くことができる。 

（部会） 

第８条 統合地域協議会に部会を置くことができる。 

２ 部会は、第２条第１項に規定する検討事項を個別具体的に検討するために、会長が設置す

る。 

３ 部会は、会長が指名する委員で構成する。 

４ 部会には、部会長を置き、部会長は部会員の互選によってこれを定める。 

５ 部会は部会長が招集し、部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者を出席させ、説

明又は意見を聴くことができる。 

（秘密の保持） 

第９条 統合地域協議会の委員は、その活動を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とする。 

（会議の公開） 

第１０条 統合地域協議会の全体会議は、原則として公開とする。ただし、会長が必要と認め

る場合には非公開とすることができる。 

２ 統合地域協議会の役員会及び部会の会議は非公開とする。 

 （情報提供） 

第１１条 統合地域協議会は、両校の開かれた学校づくり協議会、保護者並びに地域住民に対

して、その活動内容等について、積極的に情報提供をしなければならない。 

（事務局） 

第１２条 統合地域協議会の事務局は、学校運営部学校適正配置担当課に置く。 



２ 教育委員会は、必要に応じて、統合に関係する教育委員会事務局職員を統合地域協議会

に出席させることができる。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、統合地域協議会の運営に関し必要な事項は、別に教

育長が定める。 

付 則（３１足教学適発第９７号 平成３１年４月１５日 教育長決定） 

この要綱は、決定の日から施行する。 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：統合地域協議会事務局 

江北小学校と高野小学校の統合の第一の目的は、適正規模化と施設更新の課題を解決する

ことにより、子どもたちの教育環境の向上を図ることです。統合によって安定した学校規模

になることで、集団生活の中で認め合い、助け合い、競い合いながら成長できる環境を整え、 

人間力の育成と学力向上を図ります。また、現代の学びに合わせた校舎に更新することで、 

学校生活をより充実させることができます。 

なお、統合校は、地元から要望をいただいた江北四丁目２１番に設置いたします。 

平成３１年１月発行 

① ２０２２年４月に江北小学校と高野小学校を統合します。 

② 江北四丁目２１番に新校舎を建設します。 

③ 新校舎での学校生活開始にあわせて両校から移転します。 

④ 特別支援学級は統合後も引き続き設置します。 

 

 

  １ 

高野小 
文 

 

江北小 
文 

 

大学病院 

建設予定地 

 

江北桜中 

  文 

H31.4.1 から 

江北桜中 
  文 

H31.3.31 まで 

 

 【統合時期】 

2022年 4月 

統合校 

建設予定地 
 

お
し
べ
通
り

 【開院時期】 
2021年度 

 新校舎建設中 

環七通り
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
、
尾
久
橋
通
り
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役 員 江北小学校 役 員 高野小学校 

会長職務代理 青木 信夫（開かれ会長） 会 長 中村 幸雄（開かれ会長） 

副会長 宇田川 伸孝（開かれ副会長） 副会長 伊木 恒人（開かれ副会長） 

 

堀内 厚 （開かれ副会長） 

 

須甲 静子（開かれ副会長） 

下川 進 （開かれ副会長） 持田 勤 （開かれ委員） 

鈴木 隆之（開かれ委員） 中村 忠司（高野町会部長） 

平田 光代（江北三丁目自治会会計） 倉橋 さとみ（開かれ委員・ＰＴＡ会長） 

齋藤 直秀（開かれ委員・ＰＴＡ会長） 中嶋 由紀（開かれ委員・前ＰＴＡ会長） 

原  陽子（開かれ委員・ＰＴＡ副会長） 武智 勇喜（学校長） 

土性 知法（学校長） 由良 隆 （副校長） 

矢島 洋 （副校長） ※１名欠員中 

 

▲委嘱状交付の様子 

平成３０年１２月１９日(水)午後７時から、高野小学校の 

ランチルームで第１回統合地域協議会を開催しました。 

会議の冒頭、定野教育長から各委員が委嘱状の交付を受け 

ました。 

① 両校の統合年度などを定めた実施計画(案)を承認しました。 

② 会長、会長職務代理、副会長(２名)を選任しました。 

③ 新校舎(設計)については、はじめに校舎等の配置を検討していきます。 

④ 新校舎に関して広く意見を募集する際や、協議結果がまとまった際に統合地域協議会 
ニュースを発行し、地域及び保護者の皆さんに広く情報をお伝えしていきます。 

平成３０年１２月１９日現在(敬称略) 

開かれ＝開かれた学校づくり協議会 

  ２ 

子どもたちにとって統合校がより良い教育 

環境となるよう、統合に伴う様々な課題を協 

議する組織です。 

統合校の校名・校章・ 

校歌、新校舎等の施設 

に関することなどにつ 

いて協議します。 

町会・自治会、ＰＴＡ、 

学校関係者などで構成 

されている「開かれた 

学校づくり協議会」の 

代表者を中心に構成し 

ます。 

統合に伴う様々な課題を 

協議し、教育委員会に報 

告・提言することです。 

また、地域の皆さんと行 

政をつなぐパイプ役とし 

ての役割も果たしていき 

ます。 

 

 ※１ページ「実施 

計画(案)の主な 

内容」参照 
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大学病院は統合校建設予定地の南側に開院予定ということですが、開院後に人や車の往来 

が増加するため、子どもの通学が心配です。通学路の安全対策は大丈夫ですか。 

両校は第一次避難所となっていますが、統合後どうなりますか。 

統合校を第一次避難所とするほか、江北小学校跡地は防災機能を有する公園として整 

備する予定です。 

避難所の再編については、施設整備に合わせて、今後町会・自治会の皆さんと協議し 

てまいります。 

統合校の場所が江北四丁目２１番(都住建替創出用地)になった理由を教えてください。 

Ａ１ 統合校の場所については、両校のほかに旧上沼田中学校、都住建替創出用地の４箇所

で比較・検討を行いました。 

敷地面積の広さ、通学区域の中心に近いこと、通学路の変更が１回で済むこと、地元

から要望をいただいた場所であること、などを総合的に比較・検討した結果、この都住

建替創出用地が適地であると判断しました。 

統合後、学童保育室や放課後子ども教室はどうなりますか。 

現在、両校の学校内には学童保育室はありません。統合にあたって子どもたちの安全 

と保護者の安心を高めるため、また、放課後子ども教室との連携を図るため、統合後の 

校内に学童保育室を設置できるよう検討を進めていきます。 

一方、放課後子ども教室は、両校をはじめ全小学校で実施されています。これまでの 

「いちょうキッズ」や「こうやフレンズ」のように、統合後も子どもたちの安全・安心 

な放課後の居場所を確保するため、地域の皆さんが見守りスタッフとして協力してくだ 

さるよう働きかけていきます。 

  ３ 

Ｑ２ 

病院及び学校の敷地沿いに緑道(歩道)を整備し、安全性の向上を図ります。 

また、新校舎開設の前年(２０２１年)に、ＰＴＡ、学校、警察、道路管理者及び教育 

委員会等による通学路合同点検を行い、危険箇所があった場合には、学童擁護員の配置、

横断歩道の新設や車両の速度規制等、必要な対応を行っていきます。 

登下校時等の子どもたちの見守りについては、引き続き地域の皆さんのご協力をお願 

いします。 

 

Ａ２ 

Ｑ３ 

Ａ３ 

Ｑ４ 

Ａ４ 

Ｑ１ 
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 足立区立小・中学校の適正規模・適正配置に関する情報は、区ホームページに掲載しています。

詳しくは下記からご覧ください。 

 ホーム  ＞  子育て・教育  ＞  教育についての取り組み  ＞  小・中学校の適正規模・適正配置  

 今後も統合地域協議会ニュースの定期的な発行を通して、統合に向けた協議内容や、教育 

委員会として決定した事項などをお知らせします。 

 統合にあたっては、今後とも地域や保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 
 

発行・編集：統合地域協議会事務局(足立区教育委員会事務局 学校適正配置担当課) 

電 話 番 号：０３-３８８０-５４２６(直通) 

日時：２月５日(火) 午後７時から 

会場：江北小学校 １階生活科室 

議題：統合校の校名、新校舎の配置について 

区ホームページでも統合
地域協議会ニュースの閲

覧が可能です。 

  ４ 

※平成３０年１１月に江北エリアデザイン計画が策定され、学校跡地の整備方針が示されました。 

同計画の詳細は区ホームページをご覧ください。 

 

 ・当日、会議の１０分前までに直接会場にお越しください。 

・希望者多数の場合は、抽選により傍聴人を決定します。 

・当日、傍聴券に住所、氏名を記入していただきます。 

・発言や写真撮影、録画、録音等はできません。 

(旧上沼田 
中学校) 

江北高野小協議会 検 索 

統合校の校名・校章・校歌
などの協議 

新校舎の設計 新築工事 

引越 

交流事業等 
の統合準備 

江北桜 

中学校 
平成３０年度中にスケジュールを決定します。 

整備方針：江北保健センター及び休日応急診療所 

医療介護連携施設 

 

校舎 
解体設計 

校舎 
解体工事 

新施設の 
整備 

 防災機能を 
持つ公園 

 
統合 

新校舎 

新校舎 
へ移転 

 多目的広場 
(健康とスポーツ 

の拠点) 

 

 江北エリアデザイン計画 検 索 



新しい校名の募集および選考に関する要領 (案） 

１ 募集について 

（１）募集内容 

北鹿浜小学校と鹿浜西小学校の統合新校の名称（校名） 

 

（２）募集期間 

令和元年 月  日（ ）から令和元年 月  日（ ）まで 

 

（３）応募資格 

① 北鹿浜小学校及び鹿浜西小学校の児童 

② 北鹿浜小学校及び鹿浜西小学校の保護者 

③ 北鹿浜小学校及び鹿浜西小学校の通学区域内の地域の方 

※ ①～③を中心に周知し募集する。 

ただし、その他の足立区在住・在勤及び両校の卒業生の方も可とする。 

 

（４）周知および応募用紙配付（配布）方法 

① 北鹿浜小学校及び鹿浜西小学校の各児童に応募用紙を直接配付する。（児童 

用、保護者用） 

② 統合地域協議会ニュースで関係町会のみなさんに周知する。 

③ 北鹿浜小学校及び鹿浜西小学校に応募用紙を置く。（一般用） 

④ 鹿浜区民事務所に応募用紙を置く。（一般用） 

⑤ 教育委員会事務局学校適正配置担当課の窓口に応募用紙を置く。（一般用） 

⑥ あだち広報で周知をする。（一般用） 

⑦ 足立区ホームページで周知及び応募用紙を掲載する。（一般用） 

 

（５）応募方法（応募用紙の届け先） 

① 北鹿浜小学校及び鹿浜西小学校に設置する応募箱に投函する。（児童、保護者、

一般） 

② 鹿浜区民事務所に設置する応募箱に投函する。（保護者、一般） 

③ 学校適正配置担当課あてに郵送・持参・メールフォーム（ホームページ）の

いずれかで応募する。 

 

（６）応募に関する注意事項等 

① 応募点数は、一人 1枚（３案まで記載できる）とする。 

② 応募用紙は、原則として別紙「応募用紙」を使用する。 

③ 応募された名称（校名）の権利は足立区教育委員会に属し、応募用紙は返却

しない。 
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２ 選考について 

（１）選考基準 

① 北鹿浜小学校及び鹿浜西小学校の統合新校にふさわしい校名 

② 北鹿浜小学校及び鹿浜西小学校の地域の特色を出している校名 

③ 統合新校及び北鹿浜小学校及び鹿浜西小学校の地域に対する思いが伝わる  

校名 

 

（２）第一次選考（○月○旬） 

統合地域協議会を開催して、応募されたすべての校名案の中から、５点程度を

上限に候補を選考する。 

 

（３）最終選考（○月○旬～○月○旬） 

① 統合地域協議会を開催して、新校名１点を選考する。 

② 選考後、児童に対して周知し、あわせて統合地域協議会ニュース等で地域及 

び保護者のみなさんに周知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北鹿浜小学校と鹿浜西小学校の統合地域協議会等のスケジュール（案）

Ｒ01.5.29現在

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

※校名、校章、校歌は、案が決定した都度前倒しして検討する。

↑

↑

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

（前年） （統合）
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